
福 井 県 報 第 2104 号1　平成22年 2 月 2 日（火）

第　　2104　　号

平  成  2  2  年
2 月 2 日（火）

火・金曜日　発行
1月1,750円郵送料共

　
　
平
成
2
2
年
1
月
2
0
日

6
　
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
市
大
手
3
丁
目
1
7
－
1

　
　
　
福
井
県
安
全
環
境
部
循
環
社
会
推
進
課

　
⑵
　
福
井
市
西
木
田
2
丁
目
8
－
8

　
　
　
福
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
環
境
廃
棄
物
対
策
課

　
⑶
　
鯖
江
市
水
落
町
1
丁
目
2
－
2
5

　
　
　
丹
南
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
環
境
廃
棄
物
対
策
課

7
　
利
害
関
係
者
か
ら
の
意
見

　
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
に
関
し
利

害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
福
井
県
知
事
に
生
活
環

境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
⑴
　
意
見
書
の
提
出
期
限

　
　
　
平
成
2
2
年
3
月
1
6
日

　
⑵
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
市
西
木
田
2
丁
目
8
－
8

　
　
　
福
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
環
境
廃
棄
物
対
策
課

　
　
　
鯖
江
市
水
落
町
1
丁
目
2
－
2
5

　
　
　
丹
南
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
環
境
廃
棄
物
対
策
課

　
⑶
　
記
載
事
項

　
意
見
書
に
は
、
生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か

ら
の
意
見
と
と
も
に
氏
名
お
よ
び
住
所
、
対
象

事
業
の
名
称
を
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と

。

福
井
県
告
示
第
5
8
号

　
母
子
保
健
法
（
昭
和
4
0
年
法
律
第
1
4
1
号
）

第
2
0
条
第
5
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
1
項

の
規
定
に
よ
る
養
育
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

福
井
県
告
示
第
5
7
号

　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

4
5
年
法
律
第
1
3
7
号
）
第
1
5
条
の
2
の
5
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
許
可
申
請
が
あ
っ
た
の
で

同
法
第
1
5
条
第
4
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
福
井
県
庁
、

福
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
丹
南
健
康
福
祉
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
、
平
成
2
2
年
2
月
3
日
か
ら
平

成
2
2
年
3
月
2
日
ま
で
の
1
か
月
間
、
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
申
請
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら

び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
北
陸
環
境
サ
ー
ビ
ス

　
　
代
表
取
締
役
　
木
下
高
廣

　
　
福
井
市
三
郎
丸
1
丁
目
2
0
7
番
地

2
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　
福
井
市
西
別
所
町
4
0
字
1
8
番
1

　
　
福
井
市
西
別
所
町
1
8
字
5
番
、
6
番
、
7
番

　
2
3
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
昭
和
4
6
年
政
令
第
3
0
0
号
）
第
7
条
第

1
4
号
ロ
に
掲
げ
る
安
定
型
最
終
処
分
場

4
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産

業
廃
棄
物
の
種
類

　
が
れ
き
類
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
ゴ
ム
く
ず

、
金
属
く
ず
お
よ
び
「
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ

ー
ト
く
ず
（
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
除
去
に

伴
っ
て
生
じ
た
も
の
を
除
く
。
）
及
び
陶
磁
器
く

ず
」
（
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
含
む
。
）

5
　
申
請
年
月
日

出
（
八
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

○
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
（
九
） …
…
…
…
八

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
（
一
〇
） …
八

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出

（
一
一
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

○
平
成
二
十
年
分
の
政
治
団
体
の
収
支
報
告

書
の
要
旨
の
公
表
（
一
二
） …
…
…
…
…
…
九

○
平
成
二
十
年
分
の
政
治
団
体
の
収
支
報
告

書
の
要
旨
の
公
表
の
訂
正
（
一
三
） …
…
…
九

○
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
（
福
井

県
各
選
挙
区
）
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙

運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
一

　

四
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

―
―　

目　
　

次　

―
―

告　

示
○
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
許
可
申
請

（
五
七
・
循
環
社
会
推
進
課
） …
…
…
…
…
一

○
母
子
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
養
育
医
療
を

担
当
さ
せ
る
機
関
の
指
定
（
五
八
・
健
康

増
進
課
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
越
前
お
よ
び
若
狭
地
域
森
林
計
画
の
変
更

（
五
九
・
森
づ
く
り
課
） …
…
…
…
…
…
…
二

○
土
地
改
良
区
の
合
併
の
認
可
（
六
〇
・
農

村
振
興
課
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
（
六
一
〜
六
五

　

・
同
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
道
路
の
区
域
の
変
更
（
六
六
・
道
路
保
全

　

課
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
道
路
の
供
用
の
開
始
（
六
七
・
同
） …
…
…
三

公　

告
○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る

意
見
（
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
） …
…
三

○
福
井
県
労
働
委
員
会
の
使
用
者
委
員
お
よ

び
労
働
者
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
（
労
働

政
策
課
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
の
選
挙

　

（
五
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

○
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
に
事

故
が
あ
る
と
き
、
ま
た
は
欠
け
た
と
き
そ

の
職
務
を
代
理
す
る
委
員
の
指
定
（
六
） …
六

○
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
（
七
） …
…
…
…
六

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
に
係
る
届

告　
　
　
　
　

示
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大
飯
郡
お
お
い
町
芝
崎
の
一
部

4
　
成
果
の
名
称

　
　
地
籍
図
お
よ
び
地
籍
簿

5
　
認
証
年
月
日

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

福
井
県
告
示
第
6
5
号
　

　
国
土
調
査
法
（
昭
和
2
6
年
法
律
第
1
8
0
号
）

第
1
9
条
第
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
調
査
の

成
果
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
4
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
お
お
い
町

2
　
調
査
を
行
っ
た
期
間

　
　
平
成
1
8
年
6
月
か
ら
平
成
2
0
年
3
月
ま
で

3
　
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
大
飯
郡
お
お
い
町
万
願
寺
の
一
部

4
　
成
果
の
名
称

　
　
地
籍
図
お
よ
び
地
籍
簿

5
　
認
証
年
月
日

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

福
井
県
告
示
第
6
6
号

　
道
路
法
（
昭
和
2
7
年
法
律
第
1
8
0
号
）
第
1

8
条
第
1
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を
変

更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お

よ
び
小
浜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成
2
2
年
2

月
2
日
か
ら
2
0
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

　
　
大
飯
郡
大
飯
町
尾
内
の
一
部

4
　
成
果
の
名
称

　
　
地
籍
図
お
よ
び
地
籍
簿

5
　
認
証
年
月
日

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

福
井
県
告
示
第
6
3
号
　

　
国
土
調
査
法
（
昭
和
2
6
年
法
律
第
1
8
0
号
）

第
1
9
条
第
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
調
査
の

成
果
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
4
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
お
お
い
町

2
　
調
査
を
行
っ
た
期
間

　
　
平
成
1
9
年
7
月
か
ら
平
成
2
1
年
2
月
ま
で

3
　
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
大
飯
郡
お
お
い
町
父
子
の
一
部

4
　
成
果
の
名
称

　
　
地
籍
図
お
よ
び
地
籍
簿

5
　
認
証
年
月
日

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

福
井
県
告
示
第
6
4
号
　

　
国
土
調
査
法
（
昭
和
2
6
年
法
律
第
1
8
0
号
）

第
1
9
条
第
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
調
査
の

成
果
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
4
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
お
お
い
町

2
　
調
査
を
行
っ
た
期
間

　
平
成
1
9
年
7
月
か
ら
平
成
2
0
年
1
2
月
ま

で
3
　
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
清
水
土
地
改
良
区

2
　
合
併
に
よ
り
解
散
す
る
土
地
改
良
区
の
名
称

　
　
清
水
南
土
地
改
良
区

　
　
清
水
西
土
地
改
良
区

　
　
三
方
三
留
土
地
改
良
区

福
井
県
告
示
第
6
1
号
　

　
国
土
調
査
法
（
昭
和
2
6
年
法
律
第
1
8
0
号
）

第
1
9
条
第
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
調
査
の

成
果
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
4
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
南
越
前
町

2
　
調
査
を
行
っ
た
期
間

　
　
平
成
1
7
年
9
月
か
ら
平
成
1
9
年
2
月
ま
で

3
　
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
南
条
郡
南
越
前
町
大
字
古
木
の
一
部

4
　
成
果
の
名
称

　
　
地
籍
図
お
よ
び
地
籍
簿

5
　
認
証
年
月
日

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

福
井
県
告
示
第
6
2
号
　

　
国
土
調
査
法
（
昭
和
2
6
年
法
律
第
1
8
0
号
）

第
1
9
条
第
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
調
査
の

成
果
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
4
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
大
飯
町

2
　
調
査
を
行
っ
た
期
間

　
平
成
1
5
年
1
0
月
か
ら
平
成
1
8
年
3
月
ま

で
3
　
調
査
を
行
っ
た
地
域

名
　
称
　
ま
り
ん
調
剤
薬
局

所
在
地
　
福
井
市
四
ツ
井
1
丁
目
1
7
－
1
2

開
設
者
　
福
井
市
四
ツ
井
2
丁
目
1
1
－
1
1

　
　
　
　
有
限
会
社
ヘ
ル
シ
ー
サ
ポ
ー
ト
北
陸

　
　
　
　
代
表
取
締
役
　
藤
岡
　
茂
樹

指
定
年
月
日
　
平
成
2
1
年
1
2
月
2
8
日

福
井
県
告
示
第
5
9
号

　
森
林
法
（
昭
和
2
6
年
法
律
第
2
4
9
号
）
第
5

条
第
4
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
越
前
お
よ
び
若
狭
地

域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
6
条
第
6

項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　
な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
変
更
計
画
書
は
、
福

井
県
庁
お
よ
び
次
に
掲
げ
る
場
所
に
備
え
置
き
、
公

衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
越
前
地
域
森
林
計
画
変
更
計
画
書

　
福
井
市
役
所
、
あ
わ
ら
市
役
所
、
坂
井
市
役
所

、
大
野
市
役
所
、
勝
山
市
役
所
、
越
前
市
役
所
、

鯖
江
市
役
所
、
永
平
寺
町
役
場
、
池
田
町
役
場
、

南
越
前
町
役
場
、
越
前
町
役
場
お
よ
び
福
井
県
の

各
農
林
総
合
事
務
所

2
　
若
狭
地
域
森
林
計
画
変
更
計
画
書

　
敦
賀
市
役
所
、
小
浜
市
役
所
、
美
浜
町
役
場
、

高
浜
町
役
場
、
お
お
い
町
役
場
、
若
狭
町
役
場
な

ら
び
に
福
井
県
嶺
南
振
興
局
林
業
水
産
部
お
よ
び

二
州
農
林
部

福
井
県
告
示
第
6
0
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）

第
7
2
条
第
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改
良
区

の
合
併
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
3
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
土
地
改
良
区
の
名
称
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有
限
会
社
く
す
り
の
エ
ス
オ
ー
エ

　
　
　
　
　
　
　
ス

　
　
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
　
森
下
　
雅
裕

　
⑵
　
法
第
6
条
第
2
項
に
基
づ
く
変
更
届

　
　
ア
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
（
変
更
前
）
総
合
食
品
棟

1
,
3
3
9
.
0
0
平
方
メ
ー
ト

ル合
計
1
,
3
3
9
.
0
0
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
（
変
更
後
）
総
合
食
品
棟

1
,
7
4
5
.
0
0
平
方
メ
ー
ト

ルテ
ナ
ン
ト
1

4
5
.
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル

テ
ナ
ン
ト
2

3
0
.
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル

合
計
1
,
8
2
5
.
0
0
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
イ
　
駐
車
場
の
収
容
台
数

　
　
（
変
更
前
）
1
3
3
台

　
　
（
変
更
後
）
1
2
8
台

　
　
ウ
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数

　
　
（
変
更
前
）
4
0
台

　
　
（
変
更
後
）
5
9
台

　
　
エ
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

　
　
（
変
更
前
）
1
3
0
.
1
0
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
（
変
更
後
）
1
5
0
.
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
オ
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

　
　
（
変
更
前
）
4
9
.
2
0
立
方
メ
ー
ト
ル

　
　
（
変
更
後
）
3
1
.
5
0
立
方
メ
ー
ト
ル

カ
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
閉
店
時
刻

　
　
（
変
更
前
）
総
合
食
品
棟

　
　
　
　
　
　
　
　
株
式
会
社
ユ
ー
ス

　
平
成
2
1
年
9
月
2
5
日
付
け
で
公
告
し
た
大
規

模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
1
0
年
法
律
第
9
1
号

）
第
6
条
第
2
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
に
つ

い
て
、
同
法
第
8
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
鯖
江
市

か
ら
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
3
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ユ
ー
ス
東
鯖
江
店

　
　
鯖
江
市
東
鯖
江
一
丁
目
6
1
5

2
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

　
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

　
代
表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
ユ
ー
ス

　
　
代
表
取
締
役
　
田
代
　
正
美

　
　
福
井
市
文
京
一
丁
目
1
6
番
1
号

3
　
変
更
し
た
事
項

　
⑴
　
法
第
6
条
第
1
項
に
基
づ
く
変
更
届

ア
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
法
人
の
代

表
者
の
氏
名

　
　
（
変
更
前
）
株
式
会
社
ユ
ー
ス

　
　
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
社
長
　
木
瀬
　
禎
造

　
　
（
変
更
後
）
株
式
会
社
ユ
ー
ス

　
　
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
　
田
代
　
正
美

イ
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行

う
法
人
の
代
表
者
の
氏
名

　
　
（
変
更
前
）
株
式
会
社
ユ
ー
ス

　
　
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
社
長
　
木
瀬
　
禎
造

　
　
　
　
　
　
　
有
限
会
社
く
す
り
の
エ
ス
オ
ー
エ

　
　
　
　
　
　
　
ス

　
　
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
　
森
下
　
雅
裕

　
　
（
変
更
後
）
株
式
会
社
ユ
ー
ス

　
　
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
　
田
代
　
正
美

福
井
県
告
示
第
6
7
号

　
道
路
法
（
昭
和
2
7
年
法
律
第
1
8
0
号
）
第
1

8
条
第
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
供
用
を
開

始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お

よ
び
小
浜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成
2
2
年
2

月
2
日
か
ら
2
0
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

道路種類

路線名

新旧別
区
　
間

幅
　
員

（
単
　
位
：

メ
ー
ト
ル
）

延
　
長

（
単
　
位
：

メ
ー
ト
ル
）

一般県道

羽賀東小浜停車場線

新

小
浜
市
栗
田
2
6
号
上
深

田
2
6
番
2
か
ら

小
浜
市
栗
田
2
8
号
東
村

下
3
0
番
3
地
先
ま
で

 9
.
0～

1
2
.
0

4
3
4
.
0

旧

小
浜
市
栗
田
2
6
号
上
深

田
2
6
番
2
か
ら

小
浜
市
栗
田
2
8
号
東
村

下
3
0
番
3
地
先
ま
で

 4
.
5～

1
0
.
5

4
3
4
.
0

道路種類

路線名
供
用
開
始
の
区
間

供
用
開
始
の

期
　
　
　
日

一般県道

羽賀東小浜停車場線

小
浜
市
栗
田
2
6
号
上
深
田
2

6
番
2
か
ら

小
浜
市
栗
田
2
8
号
東
村
下
3

0
番
3
地
先
ま
で

平
成
2
2
年

2
月
2
日

公　
　
　
　
　

告
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働
委
員
会
の
証
明
書
を
添
付
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
こ
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
た
め
に

は
日
時
を
要
す
る
の
で
、
留
意
す
る
こ
と
。

4
　
推
薦
書
等
の
提
出
期
限
お
よ
び
提
出
先

　
⑴
　
提
出
期
限

　
　
　
平
成
2
2
年
3
月
1
日

　
⑵
　
提
出
先

　
　
　
福
井
市
大
手
3
丁
目
1
7
番
1
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
労
働
政
策
課

　
⑵
　
鯖
江
市
西
山
町
1
3
番
1
号

　
　
　
鯖
江
市
産
業
環
境
部
商
工
政
策
課

6
　
聴
取
し
た
意
見
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き

　
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
1
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
午
前
8
時
3
0
分
か
ら
午
後
5
時
3
0
分
ま

で

　
第
4
0
期
福
井
県
労
働
委
員
会
の
使
用
者
委
員
お

よ
び
労
働
者
委
員
の
任
期
が
、
平
成
2
2
年
5
月
2

5
日
で
満
了
す
る
の
で
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
2
4

年
法
律
第
1
7
4
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

1
9
条
の
1
2
第
3
項
お
よ
び
労
働
組
合
法
施
行
令

（
昭
和
2
4
年
政
令
第
2
3
1
号
）
第
2
1
条
第
1

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
第
4
0
期
福
井

県
労
働
委
員
会
の
使
用
者
委
員
お
よ
び
労
働
者
委
員

の
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
推
薦
団
体
の
資
格

⑴
　
使
用
者
委
員
の
候
補
者
を
推
薦
す
る
資
格
を

有
す
る
も
の
は
、
福
井
県
内
の
み
に
組
織
を
有

す
る
使
用
者
団
体
で
あ
る
こ
と
。

⑵
　
労
働
者
委
員
の
候
補
者
を
推
薦
す
る
資
格
を

有
す
る
も
の
は
、
福
井
県
内
に
の
み
組
織
を
有

し
、
か
つ
、
法
第
2
条
お
よ
び
第
5
条
第
2
項

の
規
定
に
適
合
す
る
労
働
組
合
で
あ
る
こ
と
。

2
　
被
推
薦
者
の
資
格

　
法
第
1
9
条
の
4
第
1
項
に
掲
げ
る
者
で
な
い

こ
と
。

3
　
推
薦
手
続

　
推
薦
書
（
様
式
第
1
号
）
お
よ
び
被
推
薦
者
の

履
歴
書
（
様
式
第
2
号
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
労
働
組
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
2
条
お
よ
び
第

5
条
第
2
項
の
規
定
に
適
合
す
る
旨
の
福
井
県
労

午
後
1
1
時

有
限
会
社
く
す
り
の
エ
ス
オ
ー

エ
ス
午
後
1
1
時

　
　
（
変
更
後
）
総
合
食
品
棟

株
式
会
社
ユ
ー
ス

午
後
1
0
時

キ
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
帯

　
　
（
変
更
前
）
駐
車
場
1

午
前
8
時
3
0
分
か
ら
午
後
1
1

時
3
0
分
ま
で

駐
車
場
2

午
前
8
時
3
0
分
か
ら
午
後
1
1

時
3
0
分
ま
で

　
　
（
変
更
後
）
駐
車
場
1

午
前
8
時
3
0
分
か
ら
午
後
1
0

時
3
0
分
ま
で

駐
車
場
2

午
前
8
時
3
0
分
か
ら
午
後
1
0

時
ま
で

　
　
ク
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
（
変
更
前
）
9
箇
所

　
　
（
変
更
後
）
8
箇
所

ケ
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
（
変
更
前
）
午
前
6
時
か
ら
午
後
1
0
時
ま
で

　
　
（
変
更
後
）
荷
捌
場
1

午
前
8
時
か
ら
午
後
9
時
ま
で

荷
捌
場
2

午
前
6
時
か
ら
午
前
8
時
ま
で

4
　
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

　
　
な
し
。
　

5
　
聴
取
し
た
意
見
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
市
大
手
三
丁
目
1
7
番
1
号

　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振

興
課
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委
員
長
　
奥
井
　
隆

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
5
号

　
平
成
2
2
年
1
月
2
5
日
開
催
の
第
1
回
福
井
県

選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
次
の
者
が
福
井
県
選

挙
管
理
委
員
会
委
員
長
に
選
挙
さ
れ
た
の
で
、
福
井

県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
（
昭
和
2
9
年
福
井
県
選

挙
管
理
委
員
会
告
示
第
3
9
号
）
第
1
条
第
3
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
奥
井
　
隆

住
所
　
福
井
県
敦
賀
市
神
楽
町
1
丁
目
4
番
1
0
号

氏
名
　
奥
井
　
隆

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
6
号

　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
に
事
故
が
あ

る
と
き
、
ま
た
は
委
員
長
が
欠
け
た
と
き
そ
の
職
務

を
代
理
す
る
委
員
に
次
の
者
が
指
定
さ
れ
た
の
で
、

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
（
昭
和
2
9
年
福
井

県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
3
9
号
）
第
3
条
第
3

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
奥
井
　
隆

住
所
　
福
井
県
福
井
市
上
北
野
1
丁
目
4
1
0
6
番

　
　
　
地

氏
名
　
北
川
　
稔

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
7
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
2
3
年
法
律
第
1
9
4

号
）
第
6
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の

設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
7
条
の
2
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会
告
示
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福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
8
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
2
3
年
法
律
第
1
9
4

号
）
第
7
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の

届
出
事
項
の
異
動
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
7
条
の
2
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
奥
井
　
隆

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

届
　
出

年
月
日

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名
会
計
責
任
者
の

氏
　
　
　
　
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平
成
22年

1
月
4
日
あ
い
・
う
え
で
上
出
す

み
ひ
ろ
後
援
会

大
家
　
清
紀

髙
田
　
嘉
三

坂
井
市
三
国
町
神
明
3
－
7
－
3
2

平
成
22年

1
月
8
日
田
中
て
つ
じ
後
援
会

田
中
　
哲
治

江
端
　
博
澄

坂
井
市
坂
井
町
若
宮
2
8
－
9

平
成
22年

1
月
13日

幸
福
実
現
党
福
井
後
援

会
堂
下
　
道
代

白
川
　
康
之

福
井
市
西
木
田
3
－
2
－
3

平
成
22年

1
月
13日

弓
削
和
人
後
援
会

堂
下
　
道
代

白
川
　
康
之

福
井
市
西
木
田
3
－
2
－
3

平
成
22年

1
月
14日

幸
福
実
現
党
越
前
後
援

会
玉
村
　
恵
美
子
平
野
　
憲
雄

越
前
市
家
久
町
1
0
2
－
2
2
－
2
5

届
　
出

年
月
日

政
治
団
体
の
名
称

異
 動
 事
 項

異
　
動
　
内
　
容

新
旧

平
成
21年

12月
18日

自
由
民
主
党
河
野
支
部
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

南
条
郡
南
越
前
町
河
野
1

7
－
5
2

南
条
郡
南
越
前
町
赤
萩
3

1
－
7

会
計
責
任
者

生
駒
　
一
義

川
野
　
正
子

平
成
21年

12月
18日

自
由
民
主
党
福
井
市
支

部
会
計
責
任
者

寺
澤
　
孝
之

足
田
　
耕
二

平
成
21年

12月
21日

山
本
洋
次
後
援
会

名
称

山
本
洋
次
後
援
会

山
本
洋
次
を
励
ま
す
会

平
成
21年

12月
28日

自
由
民
主
党
鯖
江
市
支

部
会
計
責
任
者

大
田
　
慈
樹

大
西
　
喜
一

平
成
21年

12月
28日

自
由
民
主
党
福
井
県
第

二
選
挙
区
支
部

会
計
責
任
者

大
田
　
慈
樹

木
村
　
治
一

平
成
21年

12月
28日

山
本
拓
後
援
会
連
合
会
代
表
者

黒
田
　
一
郎

齋
藤
　
孝

会
計
責
任
者

大
田
　
慈
樹

木
村
　
治
一

平
成
22年

1
月
6
日
福
井
県
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
政
治
連
盟

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

福
井
市
里
別
所
新
町
5
0

5
福
井
市
三
ツ
屋
1
－
6
1

7

代
表
者

木
下
　
雅
俊

杉
田
　
剛
彦

会
計
責
任
者

木
下
　
雅
俊

杉
田
　
剛
彦

平
成
22年

1
月
8
日
古
池
久
後
援
会

名
称

古
池
久
後
援
会

世
代
交
代
を
支
援
す
る
会

平
成
22年

1
月
13日

幸
福
実
現
党
福
井
県
本

部
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

福
井
市
西
木
田
3
－
2
－

3
福
井
市
松
本
4
－
2
－
1

2

代
表
者

三
浦
　
義
弘

堂
下
　
道
代

会
計
責
任
者

白
川
　
康
之

本
田
　
孝
徳

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
の
区
分

（
公
職
の
種
類
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

以
外
の
政
治
団
体

法
第
1
9
条
の
7
第
1
項

第
1
号
に
係
る
国
会
議
員

関
係
政
治
団
体

衆
議
院
議
員

平
成
22年

1
月
14日

幸
福
実
現
党
越
前
中
央

後
援
会

名
称

幸
福
実
現
党
越
前
中
央
後

援
会

北
野
光
夫
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

越
前
市
家
久
町
1
0
2
－

2
2
－
2
5

越
前
市
村
国
2
－
1
3
－

7
4

代
表
者

玉
村
　
恵
美
子

鎌
谷
　
崇
史

平
成
22年

1
月
15日

幸
福
実
現
党
坂
井
後
援

会
名
称

幸
福
実
現
党
坂
井
後
援
会
河
合
ゆ
う
き
後
援
会
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福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
1
1
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
2
3
年
法
律
第
1
9
4

号
）
第
1
9
条
第
3
項
の
規
定
に
よ
り
、
資
金
管
理

団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
1
9
条
の
2
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
奥
井
　
隆

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
9
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
2
3
年
法
律
第
1
9
4

号
）
第
1
7
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体

の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
3
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
奥
井
　
隆

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
1
0
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
2
3
年
法
律
第
1
9
4

号
）
第
1
9
条
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
、
資
金
管
理

団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
1
9

条
の
2
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
奥
井
　
隆 主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

坂
井
市
丸
岡
町
新
九
頭
竜

1
－
3
2
－
1

坂
井
市
丸
岡
町
一
本
田
3

－
1
6
－
1

代
表
者

宮
前
　
輝
美

谷
口
　
誠

会
計
責
任
者

犬
塚
　
裕
樹

田
中
　
至

届
出
年
月
日

政
治
団
体
の
名
称

解
散
年
月
日

平
成
21年

12月
22日

憲
政
塾

平
成
21年

12月
22日

平
成
21年

12月
25日

堂
下
道
代
後
援
会

平
成
21年

11月
30日

平
成
22年

1
月
6
日
近
未
来
政
経
懇
話
会

平
成
21年

12月
31日

平
成
22年

1
月
13日

自
由
民
主
党
上
志
比
支
部

平
成
21年

12月
31日

届
　
出

年
月
日

届
出
を
し
た

者
の
氏
名
届
出
を
し
た
者
に

係
る
公
職
の
種
類
資
金
管
理
団
体
の

名
　
　
　
　
　
称
主
た
る
事
務
所
の

所
　
在
　
地

代
表
者
の

氏
　
　
名

平
成
22年

1
月
8
日
田
中
　
哲
治

坂
井
市
議
会
議
員
田
中
て
つ
じ
後
援

会
坂
井
市
坂
井
町
若

宮
2
8
－
9

田
中
　
哲
治
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る
。
　
〔
そ
の
他
の
政
治
団
体
〕
の
福
井
県
自
動
車
整
備

政
治
連
盟
の
う
ち
２
⑵
中

「
イ
　
政
治
活
動
費
 　
  461,555円

」
を

「
イ
　
政
治
活
動
費
 　
  461,515円

」
に
、

「
ア
　
組
織
活
動
費
 　
  161,555円

」
を

「
ア
　
組
織
活
動
費
 　
  161,515円

」
に
、

「
合
計
　
　
666,815円

」
を

「
合
計
　
　
666,775円

」
に
改
め
る
。

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
1
4
号

　
公
職
選
挙
法
（
昭
和
2
5
年
法
律
第
1
0
0
号
）

第
1
8
9
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
2
1
年

8
月
3
0
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選

挙
の
福
井
県
各
選
挙
区
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運

動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
1
9
2
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要

旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
奥
井
　
隆

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
1
2
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
2
3
年
法
律
第
1
9
4

号
）
第
2
0
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
2
0

年
分
の
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
奥
井
　
隆

〔
そ
の
他
の
政
治
団
体
〕 

政
治
団
体
の
名
称
　
憲
政
塾

報
告
年
月
日
　
平
成
2
1
年
1
2
月
2
2
日

1
　
収
入
・
支
出
の
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
⑴
　
収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

　
　
ア
　
前
年
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

　
　
イ
　
本
年
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

　
⑵
　
支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

　
⑶
　
翌
年
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
1
3
号

　
平
成
2
0
年
分
の
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要

旨
（
平
成
2
1
年
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第

8
4
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
平
成
2
2
年
2
月
2
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
奥
井
　
隆

　
〔
そ
の
他
の
政
治
団
体
〕
の
福
井
県
自
動
車
整
備

政
治
連
盟
の
う
ち
1
中

「
⑵
　
支
出
総
額
　
　
　
666,815円

」
を

「
⑵
　
支
出
総
額
　
　
　
666,775円

」
に
、

「
⑶
　
翌
年
繰
越
額
　
　
　
8,703,944円

」
を

「
⑶
　
翌
年
繰
越
額
　
　
　
8,703,984円

」
に
改
め

届
　
出

年
月
日

届
出
を
し
た

者
の
氏
名
届
出
を
し
た
者
に

係
る
公
職
の
種
類
資
金
管
理
団
体
の

名
　
　
　
　
　
称
主
た
る
事
務
所
の

所
　
在
　
地

代
表
者
の

氏
　
　
名

取
　
消

年
月
日

平
成
22年

1
月
6
日
山
岸
　
猛
夫

福
井
県
議
会
議
員
近
未
来
政
経
懇
話

会
大
野
市
鍬
掛
2
－

4
－
1

山
岸
　
猛
夫

平
成
21年

12月
31日
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平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
印　

刷　
発
行
人　

〒
九
一
〇
―
八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号　

福　

井　

県

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
発　

行　
印
刷
人　

〒
九
一
〇
―
〇
八
四
三　

福
井
県
福
井
市
西
開
発
三
丁
目
七
一
五　

白
崎
印
刷（
株
）　

☎
53
六
三
〇
〇




